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（ ２ ） 本 発 明 の 角 質 細 胞 の 鑑 別 法 、 皮 膚 特 性 の 鑑 別 法
　 本 発 明 の 角 質 細 胞 の 鑑 別 法 は 、 前 記 本 発 明 の 角 質 細 胞 の 形 状 の 鑑 別 の 為 の 映 像 を 用 い る
こ と を 特 徴 と す る 。 角 質 細 胞 の 形 状 に よ り 、 皮 膚 特 性 、 例 え ば 、 肌 の 刺 激 に 対 す る 感 受 性
、 バ リ ア 機 能 を 含 む 肌 の 状 態 、 肌 の 老 化 の 程 度 を 表 す 肌 年 齢 な ど を 知 る こ と が で き る 。 こ
の 様 な 情 報 を 得 る た め の 角 質 細 胞 の 形 状 と し て は 、 角 質 細 胞 の 配 列 の 規 則 性 、 大 き さ （ 体
積 或 い は そ の 便 宜 的 代 替 値 と し て の 面 積 ） 、 一 層 で 剥 離 し て く る か 、 数 層 が 重 な っ た ま ま
剥 離 し て く る か と い う 、 角 質 細 胞 の 剥 離 の パ タ ー ン 等 が 例 示 で き る 。 本 発 明 の 映 像 を 用 い
る こ と に よ り 、 こ れ ら の 何 れ も が 、 角 質 細 胞 標 本 を 染 色 し て 得 た 画 像 と 同 程 度 の 精 度 で 鑑
別 、 測 定 す る こ と が で き る 。 配 列 規 則 性 で あ れ ば 、 個 々 の 細 胞 の 形 が ど の 程 度 六 角 形 に な
っ て い る か を 肉 眼 で 判 定 し た り す る こ と に よ り 鑑 別 で き る し 、 大 き さ で あ れ ば 、 二 値 化 な
ど の 処 理 を 施 し た 後 に 、 画 像 処 理 ソ フ ト を 使 用 す る こ と に よ り 自 動 計 測 す る こ と が で き る
。 剥 離 は 、 配 列 規 則 性 同 様 に 、 肉 眼 判 定 で き る し 、 或 い は 、 画 像 の 濃 さ （ 或 い は
明 る さ ） な ど を 、 輝 度 か ら 算 出 し 、 推 定 す る こ と も で き る 。 こ の 様 な 方 法 に つ い て は 、 染
色 標 本 に お い て 使 用 さ れ て い る 技 術 を そ の ま ま 応 用 す る こ と が で き る 。 又 、 こ の 様 に 鑑 別
さ れ た 角 質 細 胞 の 形 状 を も と に 、 従 来 知 ら れ て い る 角 質 細 胞 と 皮 膚 特 性 の 関 係 を 利 用 し て
皮 膚 特 性 を 鑑 別 す る こ と も で き る 。 か か る 皮 膚 特 性 の 鑑 別 が 、 本 発 明 の 皮 膚 特 性 の 鑑 別 法
で あ る 。 こ の 様 な 技 術 で 、 既 に 知 ら れ て い る も の と し て は 、 特 開 ２ ０ ０ ２ － １ ７ ６ ８ ８ 号
、 特 開 ２ ０ ０ １ － １ ０ ８ ６ ７ ４ 号 、 特 開 ２ ０ ０ １ － １ ３ １ ３ ８ 号 、 特 開 ２ ０ ０ ０ － １ １ ６
６ ２ ３ 号 、 特 開 平 １ １ － ３ ０ ４ ７ ９ ８ 号 、 特 開 平 １ １ － ２ ９ ９ ７ ９ ２ 号 、 特 開 平 ７ － ２ ０
９ ２ ９ ２ 号 等 が 例 示 で き 、 こ れ ら の 何 れ も が 使 用 す る こ と が で き る 。 従 来 の 染 色 標 本 法 が
標 本 調 整 に 、 染 色 剤 な ど を 用 い る こ と が で き る 環 境 に お い て 数 時 間 要 し て い た の 比 べ 、
本 発 明 の 鑑 別 法 は 、 通 常 の 環 境 で 、 ほ ぼ リ ア ル タ イ ム に 鑑 別 を 行 う こ と が で き る 。 即 ち 、
染 色 剤 な ど を 用 い る こ と が で き る 環 境 へ の 角 質 細 胞 の 移 送 時 間 を 加 味 す れ ば 、 従 来 法 に 比
し て 、 本 発 明 の 鑑 別 法 で は 、 数 日 間 の 時 間 短 縮 が 行 え る 。 加 え て 、 染 色 剤 を 必 要 と し な い
こ と か ら 廃 水 処 理 の 必 要 性 も な く 、 環 境 保 全 の 観 点 か ら も 本 発 明 の 鑑 別 法 は 好 ま し い 。 こ
の 様 に 、 皮 膚 特 性 を 鑑 別 す る こ と に よ り 、 適 切 な 化 粧 料 の 選 択 が 可 能 と な り 、 誤 っ た 化 粧
料 の 選 択 に よ る 、 ト ラ ブ ル の 発 生 や 無 駄 な 投 資 を 避 け る こ と も 可 能 で あ る 。 又 、 本 発 明 の
鑑 別 法 は 、 採 取 し た 角 質 細 胞 に は 非 侵 襲 的 で あ る の で 、 角 質 細 胞 の 形 状 の 鑑 別 を 行 っ た 後

パ タ ー ン

に



に 、 種 々 の 染 色 標 本 に 供 す る こ と も 可 能 で あ り 、 従 来 の 方 法 に 比 し て 、 更 に 多 面 的 な 情 報
の 入 手 も 可 能 と な る 。
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